
京都市環境政策局地球温暖化対策室

省エネ・再エネ補助事業の紹介

省エネ推進セミナー



どんな補助金があるか？

申請のスケジュールは？

補助対象にあてはまるか？

申請に必要なものは？
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はじめに

補助金が欲しい！

中小事業者を対象とした補助制度と、
補助金活用までの道のりを紹介します。

さっそく申請！
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補助金一覧
京都知恵産業創造の森

• 京都府サプライチェーン省エネ推
進事業補助金

• 自立的地域活用型再生可能エネル
ギー設備等導入補助事業補助金

京都市

（R４～R８年度まで）
• 建築物の太陽光発電設備等上乗せ
設置促進事業補助金

（R５～R８年度まで）
• 中小事業者の高効率機器導入促進

環境共創イニシアチブ

• 先進的省エネルギー投資促進支援
事業費補助金

• 省エネルギー設備投資に係る利子
補給金

その他

国土交通省
• 既存建築物省エネ化推進事業

環境省
• 工場・事業場における先導的な
脱炭素化取組推進事業

※上記は補助金の一例です。その他の補助金については資料４に一覧にしています。
ZOOM視聴の方はセミナーホームページに掲載していますので御確認ください。
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補助金活用までの流れ

申請 審査

交付決定

事業実施
発注・設置

実施報告 完了検査 金額確定 支払い

補助金

交付申請の前に
事前審査がある
場合もあります。

提出書類（例）

• 交付申請書
• 事業計画書
• 事業収支予算書
• 省エネ効果計算書
• 省エネ効果の根拠資料
• 既存設備と導入設備の比較表
• 導入設備に関する資料
• 各種証明書、誓約書 等々

事業の実績報告書の提出や、
支援機関による完了検査
（現地検査）が実施される
場合が多いです。

完了検査において、事業内容が
補助金の交付条件に適合してい
ると判断されたものについて、
交付される補助金の額が確定し、
補助金が支払われます。

事前準備が重要！
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補助金申請に必要なこと 確認事項等

☑申請時期

☑補助要件

☑補助対象事業者

☑提出書類☑補助率・上限額

補助金には、申請期限が
設けられています。
そのため、その補助金の
存在を知ったときには申
請期限が過ぎていること
もあります。

☑補助対象事業・設備

補助金を調べる際には、最新の情報を得る必要があります。

事業者自身に関する要件
です。

例：中小企業者
例：京都市内に事業所を

持つ者

補助金支給の対象になる
事業や設備です。

例：指定設備導入事業
例：高効率空調機器への

更新

設備を導入することで得
られる効果や、設備の性
能に関する要件です。

例：省エネ率３０％以上
例：調光機能を有する

ＬＥＤ

事業によって支出した経
費の内、補助金が支払わ
れる割合や限度額のこと
です。

例：２分の１以内
（上限１００万円）

補助金の申請に必要な書
類です。
提出方法（電子申請、郵送
など）の指定がある場合
もありますので、公募要
領をしっかりチェックし
ましょう。



まずは省エネ診断を受けましょう。
専門家の助言やサポートを受けられます。
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補助金活用に向けて

来年度の補助金獲得に向けて、今から準備を進めましょう！

省エネ改修による効果を事前に把握しておきましょう。
補助金申請時に省エネ効果を求められる場合がほとんどです。

 補助金の交付申請が楽になる
 申請書作成に役立つ
 採択される可能性が高まる

エネルギー計算

計算の根拠事業計画

対象要件 完了検査



市と府の省エネ改修・再エネ

補助金について

省エネ推進セミナー

（高効率設備機器・太陽光上乗せ・府サプライチェーン補助）
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京都市中小事業者の高効率機器導入促進事業
令和6～8年

空調機器・給湯機器

照明機器（LED照明） 換気設備（全熱交換器）

【要件】更新前後において30％以上の省CO2効果

【要件】自動調光制御機能付きLED

業務用・ルームエアコン エコキュート、
ボイラー

高効率機器への更新を行う事業者の皆さまへ、それぞれの機器の要件に

該当する場合に、補助対象経費の1/2を補助します。※令和5年度は募集終了

【要件】全熱交換器※で
熱交換効率４０％以上など

※換気の際の空調負荷を
抑えることができる設備

人感センサーや
スケジュール制御など

対象
中小企業者
医療法人

社会福祉法人
学校法人 等

補助率・上限額
補助対象経費の

１/２以内
上限:500万円
下限:50万円

募集期間（参考）
R5.5.11 ~ R5.7.14

令和5年の採択実績
件数：46件（空調27件、照明18件）、平均補助金額：約195万円/件
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京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金
サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の削減(廃棄物分野の取組を含む)を

計画する事業者※が、当該計画に位置づける事業として認めるもので、既存設備を京
都府が指定する設備（照明、空調、ボイラー）に更新に要する経費の一部を補助
※府内に本店を有する法人又は京都府地球温暖化対策条例第１６条第２項に規定する特定事業者に限る

対象
中小企業者等

募集期間
Ｒ5.10.10～11.20

補助対象経費
設計費、工事費、機械
器具費、測量試験費

補助率・上限額
補助対象経費の１／３以内

※ 但し、ＳＢＴ認定取得事業者、京都ゼロ
カーボン・フレームワークを活用したサステナ
ビリティ・リンク・ローンを締結者は、１／２
以内 上限:８００万円 下限: ５０万円 ＬＥＤ照明

更新

空調設備
更新

ボイラー
更新

11月20日まで募集継続中!

一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター
電話:０７５－３５２－０５３０ mail:info@Kyoto-3rbiz.org

問い合わせ先
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京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業
募集継続中!

※太陽光発電設備，太陽熱利用設備、バイオマス利用設備，風力発電設備など

＜補助対象設備＞

【太陽光発電設備】 【蓄電池】
（同時申請のみ）

＜補助率等＞

1kW当たり５万円 1kWh当たりの
導入費用の１/３

再エネ設備※導入義務強化
定量（一律3万MJ）
➡従量（6万～45万MJ）

再エネ設備※導入義務新設
定量（一律3万MJ）

(延床300～2,000㎡)

（延床2,000㎡～）

条例に定める基準量を超えて新築・増築の建物に太陽光発電設備を設置しようとする場合に、
その上乗せ設置費用、太陽光発電設備に付帯する蓄電池の設置費用を支援する補助制度を創設

条例による導入義務対象建物

問い合わせ先
京都市環境政策局地球温暖化対策室
（担当:地域脱炭素企画）

電話:０７５－２２２－４５５５
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京都市環境政策局地球温暖化対策室

電話：０７５－２２２－４５５５

メールアドレス ：ｊｔｃｏ２＠ｃｉｔｙ．ｋｙｏｔｏ．ｌｇ．ｊｐ

お問い合わせはこちらまで

ご清聴ありがとうございました！


